
 

 

諮問番号：令和２年度諮問第15号  

答申番号：令和３年度答申第３号 

 

答申書 

第１  審査会の結論 

本件審査請求は棄却されるべきである。 

 

第２ 審査請求に至る経過 

１ 令和元年10月２日、審査請求人は、審査請求人の子どもの「子どものための教育・

保育給付保育認定（変更）申請書兼保育施設・事業利用調整申込書」（以下「本件申請」

という。）を大阪市Ａ区保健福祉センター所長（以下「処分庁」という。）に提出した。 

  本件申請における保育施設・事業利用調整にかかる申込内容は、第１希望をＢ、第

２希望をＣ、第３希望をＤ、第４希望をＥ、第５希望をＦとし、令和２年４月入所希

望とするものであった。 

２ 処分庁は、審査請求人の希望施設５施設について、いずれも利用可能数を上回る申

込みがあったため、以下の通り、大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱

別表の保育利用調整基準に基づいて利用調整を行ったうえで、令和２年１月24日に審

査請求人に「保育施設・事業利用調整結果通知書兼保育所入所保留通知書」を送付し

た（以下「本件処分」という。）。 

 ・審査請求人が第１希望としていた保育園については、入所可能児童数が○名のとこ

ろ、申込児童数が○名あり、審査請求人の世帯よりも点数の高かった世帯が○世帯（要

綱第８条の後順位希望を除く。）あったことから、審査請求人の児童は保留となった。 

 ・審査請求人が第２希望としていた保育園については、入所可能児童数が○名のとこ

ろ、申込児童数が○名あり、審査請求人の世帯よりも点数の高かった世帯が○世帯（後

順位希望を除く。）あり、そのうち○名は他の上位希望の保育施設で内定とされたため、

残り○名が内定となった。次に、審査請求人の世帯と同点数の世帯が○世帯あり、そ

のうち○世帯は順位表２の項目により下位となり、残り○世帯について順位表３の項

目により判断し当保育園を第１希望としていた世帯のうち児童○名が内定となり、審

査請求人の世帯については、当保育園を第２希望としていたため、審査請求人の児童

は保留となった。 

 ・審査請求人が第３希望としていた保育園については、入所可能児童数が○名のとこ

ろ、申込児童数が○名あり、審査請求人の世帯よりも点数の高かった世帯が○世帯あ

り、そのうち当保育園を第１希望としていた世帯が○世帯あったため、審査請求人の

世帯よりも点数の高かった世帯の児童○名が入所内定となり、審査請求人の児童は保

留となった。 

 ・審査請求人が第４希望としていた保育園については、入所可能児童数が○名のとこ

ろ、申込児童数が○名あり、審査請求人の世帯よりも点数の高かった世帯が○世帯（後

順位希望を除く。）あり、そのうち当保育園を第１希望としていた世帯が○世帯あった

ため、審査請求人の世帯よりも点数の高かった世帯の児童○名が入所内定となり、審

査請求人の児童は保留となった。 

 ・審査請求人が第５希望としていた保育園については、入所可能児童数が○名のとこ



 

 

ろ、申込児童数が○名あり、審査請求人の世帯よりも点数の高かった世帯が○世帯あ

ったが、すべて他の上位希望の保育施設で内定となった。次に審査請求人の世帯と同

点数の世帯が○世帯あり、順位表１及び２の項目については各世帯とも同一の条件だ

ったため、順位表３の項目により判断され、当保育園を第１希望としていた世帯はな

かったので、第２希望としていた○世帯のうち児童○名が内定となり、審査請求人の

世帯については、当保育園を第５希望としていたため、審査請求人の児童は保留とな

った。 

３ 令和２年１月28日、審査請求人は本件処分について不服であるとし、処分庁を経由

して大阪市長（以下「審査庁」という。）に審査請求書を提出した。 

 

第３  審理員意見書の要旨 

   本件審査請求についての審理員意見書の要旨は次のとおりである。 

１  審査請求人の主張 

  審査請求の趣旨は、本件処分の取消しを求めるものであり、その理由は次のとおり

である。 

  審査請求人の児童は、保育に欠ける児童であるにもかかわらず、入所保留となると、

保育を受ける権利が侵害され、入所承諾された児童との間で金銭的な不平等が生じる。

また、審査請求人らも保育を利用する権利を侵害され、就労が困難になるなどして困

窮することとなり、児童福祉法第24条第１項並びに日本国憲法第13条及び第14条に反

する違法な処分である。 

さらに、保育利用調整基準の順位表において、「当該保育施設又は保育事業の希望

順位が高いもの」が「経済的状況」より優先されるため、審査請求人よりも所得金額

が高い世帯の児童が保育を受けられ、審査請求人の児童は保育を受ける権利が侵害さ

れ、入所承諾された児童との間で金銭的な不平等が生じることとなり、児童福祉法第

24条第１項、子ども・子育て支援法第３条並びに日本国憲法第13条、第14条及び第25

条に反する違法な処分であり、本件処分は取り消されるべきものである。 

  ２  処分庁の主張 

   弁明の趣旨は、「審査請求人の審査請求を棄却する」との裁決を求めるものであり、

その理由は次のとおりである。 

児童福祉法第24条第１項及び第２項の規定は、市町村に、保育を必要とする児童に

ついて、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等（以下「保育施設等」という。）

において必要な保育を確保する義務を課するものではあるものの、保護者に希望どお

りの保育施設等の利用を保障したものとはいえず、申込のあった児童を受け入れでき

る保育施設等の利用枠を確保し、利用の機会を提供し、同条第３項の規定による利用

調整を適正にしている限り、同法に違反するものではない。 

本件処分は、利用を希望する保育施設等に受入れ可能枠を上回る申込があったため、

利用調整の結果、４月１日から希望する保育施設等を利用することができない旨の決

定をしたものである。本件処分通知には利用枠に空きがある保育施設等の一覧を添付

するなどしたうえで、２月14日までにこれらの施設を希望すれば再度利用調整を行う

ようにしており、その後も毎月空き枠の情報提供及び利用調整を行うようにしている。 

すなわち、本件処分は、保育施設等における保育を不承諾としたものではなく、利



 

 

用調整の結果、当初希望どおりの保育施設等の利用はできないとするものであり、申

込のあった児童の受入れをできる保育施設等の利用の機会の確保はできていることか

ら、適法な処分といえる。 

保育施設等の利用調整については、児童福祉法施行細則第24条において、保育の必

要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が

優先的に利用できるよう調整するものとするとされているところ、保育の必要度の判

断基準や必要度が同程度と判断された場合の優先順位の付け方は市町村の裁量に委ね

られている。 

大阪市における利用調整にあたっては、「大阪市保育施設等の利用調整に関する事

務取扱要綱」を定め、保護者の保育を必要とする事由及び保育必要量（就労時間等）

をもとに保育の必要性を点数化して保育の必要性が高いものから利用できるように調

整するものとしたうえで、保育の必要性の点数が並んだ場合は、希望順位等を踏まえ

た順位表により優先順位をつけて順位の高いものから利用できるように調整するもの

としている。経済的状況を利用調整にあたってどの程度重視するかは市町村の裁量の

範囲内である。 

処分庁としては、同要綱に基づき適正に利用調整を行っており、本件処分は適法妥

当なものと考えており、本件審査請求は、棄却されるべきであるものと思料する。 

 ３  審理員意見書の結論 

本件審査請求には理由がないため、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第45条

第２項の規定により、棄却されるべきである。 

 ４  審理員意見書の理由 

(1) 本件に係る法令等の規定について 

 ア 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条第１項において、「市町村は、この

法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病そ

の他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要

とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所（認定

こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示

がされたものを除く。）において保育しなければならない。」と規定されている。 

 イ 児童福祉法第24条第２項において、「市町村は、前項に規定する児童に対し、

認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園（子ども・子育て支援法第

二十七条第一項の確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等（家庭的保

育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以

下同じ。）により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。」

と規定されている。 

   ウ 児童福祉法第24条第３項において、「市町村は、保育の需要に応ずるに足りる

保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法第27条第１項の確認を受けたもの

に限る。以下この項及び第26条の２第２項において同じ。）又は家庭的保育事業

等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、

保育所、認定こども園（保育所であるものを含む。）又は家庭的保育事業等の利

用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を

行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。」と規定さ



 

 

れている。 

エ 児童福祉法施行規則第24条において、「市町村は、法第24条第３項の規定に基

づき、保育所、認定こども園（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第

27条第１項の規定による確認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等の利

用について調整を行う場合（法第73条第１項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）には、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける

必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、調整するものとする。」

と規定されている。 

オ 大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱第４条において、「保健福祉

センター所長は、利用調整を行うにあたっては、利用調整会議を開催し、別表『保

育利用調整基準』に基づき保育の必要性の高い児童から順に利用調整を行うもの

とする。」と規定されている。 

カ 大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱要綱別表において、「利用調整に

あたっては、『（１）基本点数表』により、世帯の保育の必要性に応じ基本点数を

設定する。また、『（２）調整指数表』により、該当する内容に応じて加点・減点

を行い、基本点数及び調整指数の合算点数の高い世帯から利用が可能となる。同

一点数で並んだ場合は、『（３）順位表』に規定する順位により、優先順位を決定

する。」と規定されている。また、大阪市保育施設等の利用調整に関する事務取扱

要綱別表の(3)順位表中３番目の判定項目が「当該保育施設又は保育事業の希望順

位が高いもの」とされ、６番目の判定項目が「経済的状況」とされている。 

(2) 本件処分が取り消されるべきか否かについて 

 ア 児童福祉法第24条第１項及び第２項の規定は、市町村に、保育を必要とする児

童について、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等（以下「保育施設等」

という。）において必要な保育を確保することを義務付けるものではあるものの、

同条第３項において必要と認められる場合には市町村はその利用について調整を

行うものとしており、保育施設等の受入れ可能数を上回る申込があった場合にも

保護者が希望どおりの保育施設等を利用することまでを保障したものとはいえな

い。このような場合は、申込のあった保育を必要とする児童を受け入れできる保

育施設等の利用枠を確保し、利用の機会を提供し、利用調整を適正にしている限

り、同法に違反するものではない。 

イ 本件処分は、保育施設等における保育をしないとするものではなく、希望する

保育施設等に受入れ可能枠を上回る申込があったため、利用調整の結果、当初希

望どおりの保育施設等の利用はできないとするものである。本件処分通知には利

用枠に空きがある保育施設等の一覧を添付するなどしたうえで、２月14日までに

これらの施設を希望すれば再度利用調整をしており、その後も毎月空き枠の情報

提供をして利用調整を続けており、審査請求人の子どもは令和２年４月１日から

保育施設等を利用するに至っている。このようなことから、希望施設に限らなけ

れば、保育を必要とする児童の保育施設等の利用の機会は確保されており、後述

のとおり利用調整も適正に行われていることから、本件処分は、児童福祉法第24

条に違反するものではない。 

ウ 児童福祉法施行規則第24条において、保育施設等の利用調整については、保育



 

 

の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る児童が優先的に利用できるよう調整するものとするとされているところ、保育

の必要度の判断基準や必要度が同程度と判断された場合の優先順位の付け方につ

いて具体的な定めはなされておらず、市町村の裁量に委ねられている。 

エ 保育施設等の利用調整にあたって、当該保育施設等の希望順位を考慮に入れる

ことは、保護者の希望に沿った保育施設等の利用に資するものとして一定の合理

性があるうえ、法の下の平等を侵害するものとはいえない。このようなことから、

保育を必要とする事由及び保育必要量（就労時間等）をもとに保育の必要度の高

さを判定し、保育の必要度が同程度と判定される場合に、当該保育施設等の希望

順位が高いことを経済的状況よりも優先することは、市町村の裁量の範囲内であ

り、このような判断基準に基づいて行われた本件処分は、児童福祉法施行規則第

24条及び憲法第14条に違反するものではない。 

オ 子ども・子育て支援法第３条並びに憲法第13条及び第25条の規定が直接希望す

る保育施設等の利用を保障しているとはいえない。 

カ 以上のとおり、本件処分は、法令及び保育利用調整基準に基づいて適正に行わ

れている。 

 

第４  調査審議の経過 

    当審査会は、本件審査請求について、次のとおり調査審議を行った。 

令和３年１月13日 諮問書の受理 

令和３年３月16日 調査審議（審査庁による口頭説明・処分庁による陳述） 

令和３年４月19日 調査審議 

令和３年５月25日 調査審議 

令和３年６月17日 調査審議 

 

第５  審査会の判断 

 １ 本件に係る法令等の規定について 

前記第３、４、(1)のとおりであると認められる。 

２ 争点について 

審査請求人及び処分庁の主張を踏まえると、本件審査請求における争点は次のとお

りである。 

(1) 保育利用調整基準に違法又は不当な点があるか否か（争点１） 

(2) 保育利用調整基準の適用に違法又は不当な点があるか否か（争点２） 

３ 争点１に係る審査会の判断について 

審査請求人は、審査請求書において、「保育利用調整基準の順位表にて『当該保育施

設又は保育事業の希望順位が高いもの。』が『経済的状況』より優先される為、審査請

求人よりも所得金額の高い世帯の児童が保育を受けられ、審査請求人の申込児童は保

育を受ける権利を侵害され、入所承諾された児童との間で金銭的な不平等が生じる」

旨主張していることから、まず、処分庁が用いた審査基準（行政手続法第５条）であ

る保育利用調整基準に違法又は不当な点があるか否か検討する。 

この点、審査庁の口頭説明によれば、順位表において経済的状況が順位６位と低い



 

 

位置付けである理由は、所得が低いからといって保育の必要性が高いとは考えていな

いためとのことである。実際、児童福祉法第24条第１項においても、「市町村は、この

法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他

の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場
、、、、、、、、、

合において
、、、、、

、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所（認定こども園法第

三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除

く。）において保育しなければならない。」と規定し、また、児童福祉法のその他の条

項にも経済的事情に係る文言は認められない。そして、保育の必要性は、必ずしも所

得の多寡のみに左右されるものではない。 

また、審査会において、他都市の状況も確認したが、人口百万人以上の政令市にお

いて、経済的状況を当該保育施設又は保育事業の希望順位より優先している都市はな

かった。 

よって、審査請求人が指摘する点において、保育利用調整基準が不合理とは言えず、

その他の点においても、保育利用調整基準に不合理な点は認められない。 

４ 争点２に係る審査会の判断について 

弁明書によれば、処分庁は、上記のとおり不合理な点が認められない保育利用調整

基準を用いて、上記第２の２記載のとおり利用調整を行い、その結果、令和２年４月

入所に係る一次調整において審査請求人の児童を入所保留としたとのことであるから、

その手続きに不合理な点は認められない。 

そして、児童福祉法は、市町村が、定員を上回る需要がある場合に調整を行い（同

法第24条第３項）、その結果として保育の必要性がありながら保育所への入所が認め

られない児童が生じるという事態を想定しているものと解されることから（東京高裁

平成28年（ネ）第4173号同29年１月25日判決・賃金と社会保障1678号64頁参照）、それ

をもって審査請求人の保育を利用する権利を侵害しているとはいえない。 

なお、審査請求人は、審査請求書において、平等原則（憲法第14条）違反を主張す

るが、憲法第14条第１項は、合理的理由のない差別を禁止するものであり、児童福祉

法が、「保育の必要性」を基準に利用調整を行うことを予定している以上、利用調整の

結果として、入所が承諾された児童と入所保留となった児童との間で金銭的な不平等

が生じたとしても、正当な目的から生じた合理的な結果に過ぎないことから、それを

もって、平等原則に反するとはいえない。 

また、以上で検討したとおり本件利用調整において不合理な点は認められないこと

から、憲法第13条、第25条違反の主張はあたらない。 

 ５ 小括 

以上のとおり、児童福祉法第24条第３項に従い利用調整を行い、その結果審査請求

人児童を入所保留とした本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

６ 審査請求に係る審理手続について 

本件審査請求に係る審理手続について、違法又は不当な点は認められない。 

７ 結論 

よって、本件審査請求に理由はないと認められるので、当審査会は、第１記載のと

おり判断する。 
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